
※ この申し込み用紙は切り離さず、そのままお送り下さい。  FAX：03-5740-8766

※ 弊社ＨＰ(https://johokiko.co.jp/)よりお申し込み頂く場合は

   備考欄に 講師割引番号「H-115」を記載して下さい。

2023年12月開催 セミナーのご案内【講師割引申込用紙】

〒141-0032　品川区大崎3-6-4　トキワビル3階
TEL：03-5740-8755   FAX：03-5740-8766

mail req@johokiko.co.jp

＜主催＞

https://johokiko.co.jp/

講師割引申込
本講座料金（税別）より \10,000 引き

2名以上参加　更に\2,000 引き

＜講師割引適用について＞

・割引額は通常受講料金（税別）より、

　　1名ご参加の場合 \10,000円引き

　　2名以上参加の場合 

　　　通常の同時申込割引から更に1名に

　　　つき￥2,000円引きとなります。

・割引の適用条件としましては、

　本申込用紙にて、fax申し込みされた方、

　弊社ＨＰにて講師割引番号を記載の上、

　お申し込みを頂いた方に

　限らせていただきます。

　また場合によっては講師にご確認を

　取らせていただくことがございますので、

　その点ご了承下さい。

・その他割引との併用はできません。

⇒

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先 policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→　https://johokiko.co.jp/　にてお申込み手続き下さい。
会社名

TEL

所属部課・役職等

住所〒

受講者① 氏名　　　　　　　　　　　　　受講者① e-mail

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　 □e-mail　□FAX　□郵送

備考

FAX

受講者② 氏名　　　　　　　　　　　　　受講者② e-mail

上司氏名　　　　　　　　　　　　　　　 上司e-mail　

受講者③ 氏名　　　　　　　　　　　　　受講者③ e-mail

1.お申込確認後、受講券、請求書、会場の地図等をお送り致します。
　（申込者数が最小催行人数に達してない場合、
　開催決定まで受講券等の発送を見合させて頂くことがございます）
2.受講料のお支払い（銀行振込もしくは専用用紙でのｺﾝﾋﾞﾆ・郵便局

払い）は、原則としてセミナー開催日から1週間以内にお願いいたし
ます。後日になる場合は予定日をご明記ください。

3.申込後、ご都合により講習会に出席できなくなりました場合は、
　代理の方がご出席ください 。 止むを得ず欠席の場合、
　弊社事務局宛に下記迄ご連絡下さい　
　※※原則、お電話での受付は致しかねます※※
　　(受付時間9:00－17:00)。　連絡先→　req@johokiko.co.jp
　弊社からの受領確認メールを持って受付完了とさせて頂きます
　（弊社からのメールが翌営業日中迄にない場合はご一報下さい）。 
 以下の規定に基づき、料金を申し受けます。
※開催日から逆算して(土日・祝祭日除く)

・講座3日前～4日前での欠席のご連絡： 受講料の70％
・講座当日～2日前での欠席のご連絡： 受講料の100％

4.原則として銀行振込の場合領収証は発行致しません。
　振込手数料はご負担下さい。
5.最小催行人数に満たない場合等、事情により中止になる場合が
　ございますがご了承下さい。

＜申込要領＞　以下ご了承の上、お申込み下さい

株式会社トトロエコンサルティング 代表取締役 松井正義 先生
●受講料　1名41,800円(税込（消費税10％）、資料付)
　＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,800円

☆「化学物質管理者」「保護具着用管理責任者」の方必見！今からでも間に合う、改正安衛法の基礎から確認する絶好の機会です！
☆「自律的管理」で事業者に求められていること・実務担当者が明日からやるべきことが明確になる！

【Zoom開催オンラインセミナー】＜2024年4月の施行前に徹底的に準備を！＞
改正労働安全衛生法令で求められる「自律的」化学物質管理の具体的対応

-リスクアセスメント/事業場管理体制/SDS対応/自律管理施行後の展望まで-

プログラムの詳細はHPをご覧ください。
WEBでの検索は→「情報機構　AF231244」

■講座のポイント：国による労働安全衛生法関係省令の改正により、2024年4月の施行をもって、本格的に職場における新たな化学物質管理制度が稼働する運びとなります。 本制度のポイントは、従来の「法令準拠型」から「事
業者自身による自律的管理」 へと大きく転換されることです。 本セミナーでは、 新たな制度下における、 化学物質管理手法、 自律的管理の考え方などについて、 製造業 ・ 非製造業に関わらず、 現場の実情に即して分か
りやすく解説します。 また、 受講生に現場での運用にすぐに活かせる気づきを得ていただくことを目的とします。

■講演プログラム
　
I. はじめに／まずは基礎知識の理解から
　1. 労働災害の状況
　2. 労働環境における化学物質を含めた様々な有害因子と
疾病の関係
　3. 化学物質に 「ばく露する」 とはどういうことか？
　4. 化学物質対策を含めた労働衛生対策の基本

II. 化学物質の自律管理移行における安衛法改正の経緯／
大きな転換点事象について学ぼう
　1. あり方検討会による報告書
　2. 2012 年に発生した胆管がん問題

●日時　2023年12月15日（金）13:00-17:00
●会場　会場での講義は行いません。

III. 安衛法改正で何が変わったのか？／改めて基礎から固めよう！
　1. 各論／化学物質管理体系の見直し
　2. 各論／実施体制の確立
　3. 各論／情報伝達の強化
　4. 各論／その他、 規制強化 ・ 規制緩和
　
IV. 化学物質の自律管理移行で事業者が真に問われていることは何
か？／自らはどうしていきたいかがポイント！
　1. 多くの法改正の中にうずもれたメッセージを読み解こう
　2. 「事業者自身による自律的管理」 を確立するために理解しておく
べき重要なポイントはこれだ！
  3. 選任しただけでは意味を成さない化学物質管理者 ・ 保護具着用
管理責任者の在り方

V. 実務担当者として明日からやるべきことは、 これだっ！／実
務担当者としての新たな視点 ・ 視座の醸成
　1. 実務担当者としての能動的なマインドを醸成しよう
　2. 社外専門家 （化学物質管理専門家 ・ 保護具管理専門家）
を上手に活用しよう

VI. 今後の展望

VII. 質疑応答


